
 

陸上自衛隊達第２１―３３号 

 

認識票に関する訓令（令和４年防衛省訓令第６９号）第７条の規定に基づき、認識

票に関する達を次のように定める。 

 

令和４年９月２９日 

 

陸上幕僚長 陸将 吉田 圭秀 

 

認識票に関する達 

 

（目的） 

第１条 この達は、陸上自衛隊における認識票の取扱いに関し必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

（制式及び記載要領、記載事項） 

第２条 認識票への記載は刻印により行う。 

２ 個人交付用及び部隊交付用の認識票の制式及び記載要領等は別紙第１図１及び図

２のとおりとする。 

 

（交付） 

第３条 認識票は、常備自衛官及び即応予備自衛官等（即応予備自衛官及び予備自衛

官をいう。）並びに体験搭乗等を実施する航空科部隊に交付する。 

２ 部隊交付の対象となる航空科部隊については、別紙第２の部隊とし、自衛官以外

の者が陸上自衛隊の航空機に搭乗する場合、認識票を交付し着用させることができ

るものとする。 

 

（着用） 

第４条 認識票は、２枚１組で使用する。（別紙第１図３） 

 

 

（補給管理） 

第５条 認識票の補給管理に関する事項は、陸上自衛隊補給管理規則（陸上自衛隊達

第７１－５号（１９．１．９）。以下「規則」という。）により行い、物品の区分

については次のとおりとする。 

(1) 物品管理区分 

需品器材の雑品のその他（Ｑ０９）（規則第１５条） 

(2) 需給統制区分 

     補給統制本部統制品目（規則第１６条）の定めるところによる。 

２ 認識票の補給・請求・回収系統については下記に示すとおりとする。 



補給統制本部 補給処 駐屯地業務隊等 使用部隊等 摘 要 

〇 〇 〇 〇 請求系統 

〇 〇 〇 〇 補給系統 

  〇 〇 回収系統 

３ 刻印は、補給処が担当する。 

４ 使用部隊等においては、人事係が業務を担当する。 

 

（請求要領等） 

第６条 未交付である自衛官については、別紙第３に示す認識票交付者名簿に部隊

名、階級、氏名（ふりがなをひらがなで、ローマ字名をヘボン式（ヘボン式の綴り

方は、別紙第４による。）で併記）、認識番号及び血液型（ＡＢＯ式、Ｒｈ式））

を記載して請求する。 

２ 認識票は、認識票交付者名簿(別紙第３)に記載した上で交付する。認識票交 

 付者名簿は、中隊等単位で作成、保管する。 

３ 自衛官が氏名を改めたとき、亡失、又は棄損したとき等の再交付の請求は、その

都度実施する。ただし、亡失による場合は、別紙第５に示す亡失報告書を駐屯地業

務隊等の長に提出する。 

４ 分任物品管理官たる部隊等の長は、転出する自衛官で交付を受けている自衛官に 

ついては、別紙第６に示す認識票携行証明を作成し、人事記録と一緒に携行させる 

とともに、別紙第３の認識票交付者名簿に記載する。なお、交付を受けていない自 

衛官については、定期異動後、1ケ月以内に同条第１項の手続を行うものとする。 

 

（回収） 

第７条 供用することができない、又は供用する必要のない認識票は使用部隊等で不

用決定し、原形を崩す、又は切断した後、駐屯地業務隊等へ後送する。 

２ 常備自衛官から即応予備自衛官に採用された者の認識票は、回収しない。 

 

 

   附 則 

１ この達は、令和４年１０月１日から施行する。 

２ この訓令の施行前に交付された認識票は、令和８年３月３１日まで使用すること

ができるものとし、混用期間における運用等については別に定めるものとする。 
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                          別紙第２（第３条関係） 

 

部隊交付の対象部隊等 

 

 
 

部隊名 コード 一連番号 

第１ヘリコプター団 ５５５ ０００００１～０００１５０ 

航空学校 ６５７ ０００００１～０００１５０ 

北部方面航空隊 ００１ ０００００１～０００２００ 

東北方面航空隊 １０１ ０００００１～０００１５０ 

東部方面航空隊 ２０１ ０００００１～０００１００ 

中部方面航空隊 ３０１ ０００００１～０００１００ 

西部方面航空隊 ４０１ ０００００１～０００１５０ 

第１飛行隊 ２１１ ０００００１～０００１００ 

第２飛行隊 ０１１ ０００００１～０００１００ 

第３飛行隊 ３１１ ０００００１～０００１００ 

第４飛行隊 ４１１ ０００００１～０００１００ 

第５飛行隊 ０１２ ０００００１～０００１００ 

第６飛行隊 １１１ ０００００１～０００１００ 

第７飛行隊 ０１３ ０００００１～０００１００ 

第８飛行隊 ４１２ ０００００１～０００１００ 

第９飛行隊 １１２ ０００００１～０００１００ 

第１０飛行隊 ３１２ ０００００１～０００１００ 

第１１飛行隊 ０１４ ０００００１～０００１００ 

第１３飛行隊 ３１３ ０００００１～０００１００ 

第１４飛行隊 ３１４ ０００００１～０００１００ 

第１２ヘリコプター隊 ２１２ ０００００１～０００１００ 

第１５ヘリコプター隊 ４６１ ０００００１～０００１００ 
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別紙第５（第６条関係） 

 

亡 失 報 告 書  

 

令和  年  月  日 

 

            殿 

 

所 属 

階 級 

氏 名                  

 

 

 

私は、下記のとおり認識票を亡失したので報告します。 

 

 

                  記 

  

 

１ 亡失の日時 

 

２ 亡失の場所 

 

３ 亡失の状況 

 

４ 部隊コード及び一連番号（必要がある場合記入） 

 

 

 

 

上記のとおり相違ないことを証明する。 

 

 

 

  

令和  年  月  日  

部隊名 

分任物品管理官      官 職       氏      名 

 

 
 

 

 

注：亡失の状況は詳細に記載する。             寸法：日本産業規格Ａ４ 

 

 

 



 

別紙第６（第６条関係） 

 

認 識 票 携 行 証 明 

認識番号 
（ふりがな）にんしき   たろう 

認 識   太 郎 

（ローマ字）NINSHIKI    Taro 

血液型 

G1234567 Ｂ（＋） 

現階級 職 種 

２ 尉 普通科 

部 隊 歴 及 び 証 明 欄 

年月日 駐屯地 所属部隊等 
転入時 転出時 

管理官 本 人 

H30.8.1 
練馬 

第○普通科連隊 
第○中隊  印 印 

R2.3.22 

R2.3.23 
髙田 第○普通科連隊 

第○中隊 印    
 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

注：１ 転出者ごとに作成、携行させ転入部隊で保管する。  

  ２ Ｒｈ型は、ＡＢＯ式の表記の後に「（＋）」「（－）」と記入する。 

 

 

 


